
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式交換に係る事前開示書類 

（株式交換完全親会社：会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に基づく事前開示書類） 

（株式交換完全子会社：会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 184 条に基づく事前開示書類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年６月８日 

 

 

プレミアグループ株式会社 

株式会社ソフトプランナー 

 

 



 

2022 年６月８日 

 

株式交換に係る事前開示事項 

 

（株式交換完全親会社） 

東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号 

オークラプレステージタワー 

プレミアグループ株式会社 

代表取締役 柴田 洋一 

 

（株式交換完全子会社） 

千葉県成田市ウイング土屋 256 番地 

株式会社ソフトプランナー 

代表取締役 池田 祐一 

 

 プレミアグループ株式会社（以下「プレミアグループ」といいます。）及び株式会社ソフトプランナー

（以下「ソフトプランナー」といいます。）は、2022 年 5 月 20 日付でプレミアグループ及びソフトプラ

ンナーの間で締結した株式交換契約に基づき、2022 年 6 月 29 日を効力発生日として、プレミアグルー

プを株式交換完全親会社とし、ソフトプランナーを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交

換」といいます。）を行うことといたしました。 

 本株式交換に関して会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める事項並びに会社法

782 条第 1 項及び会社法施行規則第 184 条に定める事項は、下記のとおりです。なお、本株式交換は、

プレミアグループにおいては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易株式交換に該当します。 

 

記 

 

１．本株式交換における株式交換契約の内容 

（会社法第 782 条第 1 項第 3 号及び第 794 条第 1 項） 

  別紙 1 のとおりです。 

 

２．交換対価の相当性に関する事項及び交換対価について参考となるべき事項（会社法第 768 条第 1 項

第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項を含む） 

（会社法第 794 条第 1 項、会社法施行規則第 193 条第 1 号） 

（会社法第 782 条第 1 項、会社法施行規則第 184 条第 1 項第 1 号及び第 2 号） 

別紙２のとおりです。なお、プレミアグループの定款は別紙 3 のとおりです。 

 

3．株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法第 768 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に



掲げる事項についての定めの相当性に関する事項を含む） 

（会社法第 794 条第 1 項、会社法施行規則第 193 条第 2 号） 

（会社法第 782 条第 1 項、会社法施行規則第 184 条第 1 項第 3 号） 

該当事項はありません。 

 

4．株式交換完全子会社についての次に掲げる事項 

（会社法第 794 条第 1 項、会社法施行規則第 193 条第 3 号） 

（会社法第 782 条第 1 項、会社法施行規則第 184 条第 1 項第 4 号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 4 のとおりです。 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

  該当事項はありません。 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に

重要な影響を与える事象の内容 

  該当事項はありません。 

 

5．株式交換完全親会社についての次に掲げる事項 

（会社法第 794 条第 1 項、会社法施行規則第 193 条第 4 号） 

（会社法第 782 条第 1 項、会社法施行規則第 184 条第 1 項第 4 号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙５のとおりです。 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

  該当事項はありません。 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に

重要な影響を与える事象の内容 

  該当事項はありません。 

 

6．株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社又は株式交換完全子会社の債務の履行の

見込みに関する事項 

（会社法第 794 条第 1 項、会社法施行規則第 193 条第 5 号） 

（会社法第 782 条第 1 項、会社法施行規則第 184 条第 1 項第 5 号） 

本株式交換は会社法第 789 条第 1 項及び第 799 条第 1 項の規定の適用を受けないため、該当事項は

ありません。 

 

7．吸収合併契約等備置開始日後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が 

生じたときは、変更後の当該事項 

（会社法第 794 条第１項、会社法施行規則第 193 条第６号） 

（会社法第 782 条第１項、会社法施行規則第 184 条第１項第６号） 



該当事項はありません。 

以上 



別紙１ 

【本株式交換における株式交換契約の内容】 

次頁以降をご参照ください。  



株式交換契約書 

 

プレミアグループ株式会社（以下「甲」という。）及び株式会社ソフトプランナー（以下「乙」という。）

は、次の通り、株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。  

 

第１条（本株式交換） 

甲及び乙は、本契約の規定に従い、甲が乙の発行済株式を全部取得することにより、乙を甲の完全子会

社とすることを目的とし、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本

株式交換」という。）を行うことに合意する。 

 

第２条（商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は以下のとおりである。 

甲（株式交換完全親会社） 

商号：プレミアグループ株式会社 

住所：東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 オークラプレステージタワー 

乙（株式交換完全子会社） 

商号：株式会社ソフトプランナー 

住所：千葉県成田市ウイング土屋２５６番地 

 

第３条（効力発生日） 

本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2022 年６月 29 日とする。但し、

本株式交換の手続きの進行に応じ、必要があるときは、甲及び乙で協議の上、これを変更することができ

る。 

 

第４条（株式交換に際して交付する株式及びその割当て） 

甲は、本件株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以

下「基準時」という。）の乙の株主（但し、甲を除く。）に対して、乙の普通株式に代わり、その保有する乙

の普通株式の数の合計に 283.75を乗じた数の甲の普通株式を交付する。 

２ 甲は、本株式交換に際して、基準時における乙の株主に対し、その保有する乙の普通株式１株につ

き、甲の普通株式 0.00352株の割合をもって割り当てる。 

３ 前二項の規定に従い、甲が乙の株主に対し割当交付しなければならない甲の普通株式の数に、１に満

たない端数がある場合は、甲は、会社法第 234条その他の関係法令の規定に従い処理する。 

 

第５条（株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項） 

本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 

（１）資本金の額   金 ０円 

（２）資本準備金の額 法令の定めに従い増加することが必要とされる最低額 

（３）利益準備金の額 金 ０円 

 

第６条（表明・保証） 



甲は、本契約日及び効力発生日において、次の事項が真実であることを表明し、保証する。 

（１）甲は、本契約の締結及び履行につき、取締役会決議を始めとして法令、定款その他の社内規則上

必要な一切の手続きを完了しており、本契約は甲の第三者との契約にも違反しない。 

（２）甲においては、債務超過、支払不能あるいは支払停止等に該当する事情はなく、その他倒産手続

きの開始事由も存在しない。 

（３）甲の 2022年３月 31日付貸借対照表及び損益計算書は、公正と認められる企業会計基準によって

作成されており、作成日以降、過去の業務と矛盾しない通常の業務活動以外に甲の財務状況に悪

影響を及ぼす事実は発生していない。 

２ 乙は、本契約日及び効力発生日において、次の事項が真実であることを表明し、保証する。 

（１）乙は、本契約の締結及び履行につき、取締役協議による取締役決定を始めとして法令、定款その

他の社内規則上必要な一切の手続き（効力発生日においては株主総会決議を含む。）を完了してお

り、本契約は乙の第三者との契約にも違反しない。 

（２）乙においては、債務超過、支払不能あるいは支払停止等に該当する事情はなく、その他倒産手続

きの開始事由も存在しない。 

（３）乙の 2022年３月 31日付貸借対照表及び損益計算書は、公正と認められる企業会計基準によって

作成されており、作成日以降、過去の業務と矛盾しない通常の業務活動以外に乙の財務状況に悪

影響を及ぼす事実は発生していない。 

（４）乙の発行済株式は、普通株式 400株のみであり、それらはすべて有効に発行されており、又、乙

において、転換社債、新株予約権その他の潜在株式は存在しない。 

 

第７条（株主総会） 

甲は、会社法 796 条２項の規定に基づき、本契約について会社法 795 条１項に定める株主総会の承認を

得ないで本件株式交換を行う。但し、会社法第 796 条３項の規定に基づき、本契約について株主総会の承

認が必要となった場合には、本契約は、その効力を失う。乙は、本項に基づく本契約の失効に起因又は関

連して、債務不履行その他法律構成の如何を問わず、甲に対して損害賠償その他の請求をすることはでき

ない。 

２ 乙は、効力発生日の前日までに、株主総会において本契約及び本株式交換に必要な事項について承認

を受けるものとする。 

 

第８条（会社財産の管理） 

甲及び乙は、本締結日以降効力発生日に至るまでの間において、善良なる管理者の注意をもって自らの

業務を執行し、一切の財産管理を行い、財産又は権利義務に重大な影響をもたらす行為を行い又は行わせ

る場合については、あらかじめ甲又は乙が相手方に報告し同意を得たうえでこれを行うものとする。 

 

第９条（役員の任期） 

甲及び乙は、効力発生日よりも前に選任された甲の取締役及び監査役の任期は、本株式交換の前後で変

更されないことを確認する。 

 

第１０条（契約解除・変更） 

甲及び乙は、次のいずれかに該当する場合、本株式交換の実行前に限って本契約を解除できる。 



（１）甲又は乙のどちらかが本契約に定める義務のいずれかに違反（但し、軽微な違反を除く。）し、１

週間以上の期間を定めて是正の催告を行っても期間内に是正を行われなかったとき。 

（２）甲又は乙のどちらかが本契約において表明及び保証した内容が重要な点で真実に反し、正確性に

欠けていたとき。 

（３）自らの責めに帰すべからざる事由によって、効力発生日までに、株主総会その他本株式交換のた

めに法令上必要とされる手続が完了しなかったとき。 

（４）天変地異や財務状況の極端な悪化などの事情により本株式交換の実行が困難となったとき。 

（５）甲又は乙のどちらかが破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法令上の倒産手続きを開始し

たとき。 

（６）甲又は乙のどちらかが解散決議を行ったとき。 

２ 本契約の締結日から効力発生日までの間において、甲又は乙の財産や経営状態に重大な変動が生じた

場合は、甲及び乙は、協議し合意の上、本契約の内容を変更することができる。 

 

第１１条（協議事項） 

本契約に定めのない事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に従い協議の上解決する。 

 

第１２条（合意管轄裁判所） 

本契約に関する一切の紛争解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

2022年５月 20日 

 

甲：プレミアグループ株式会社 

東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号 オークラプレステージタワー 

代表取締役社長 柴田 洋一 

 

乙：株式会社ソフトプランナー 

千葉県成田市ウイング土屋２５６番地 

代表取締役副社長 太田 航 

 

 



別紙 2 

【交換対価の相当性に関する事項及び交換対価について参考となるべき事項（会社法第 768 条第 1 項第

2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項を含む）】 

 

プレミアグループ及びソフトプランナーは、本株式交換における交換対価の相当性に関する事項・交換

対価について参考となるべき事項（会社法 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定め

の相当性に関する事項を含む）について、下記のとおりこれを相当であると判断いたしました。 

 

1． 本株式交換に係る割当ての内容 

 

 プレミアグループ 

（株式交換完全親会社） 

ソフトプランナー 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当ての内容 

（株式交換比率） 
1 0.00352 

本株式交換により交付する株式数 普通株式：22,700 株（予定） 

（注１）株式交換比率 

ソフトプランナーの普通株式 80 株に対して、プレミアグループの普通株式（以下、「プレ

ミアグループ株式」といいます。）22,700 株を割当交付いたします。但し、プレミアグル

ープが保有するソフトプランナーの普通株式 320 株については本株式交換による割当ては

行いません。 

（注２）本株式交換により交付する株式数 

プレミアグループは、本株式交換に際して、本株式交換の効力発生時の直前のソフトプラ

ンナーの株主（但し、プレミアグループは除く）に対し、プレミアグループ株式 23,100

株を割り当てる予定ですが、交付する株式は保有する自己株式を充当する予定であり、新

株の発行は行いません。 

 

2. 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠 

プレミアグループは上場会社であるため、プレミアグループの株式価値については、市場株価方

式により１株当たり 3,755 円といたしました。なお、2022 年 5 月 19 日を基準日とし、東京証券取

引所プライム市場における算定基準日の株価終値、直前１ヵ月間、３ヵ月間及び６ヵ月間のプレミ

アグループ終値単純平均値を使用して算定を行っております。ソフトプランナーの株式価値につい

ては、非上場会社であるため、インカムアプローチによる DCF 方式を採用し、１株当たり

1,065,481 円といたしました。なお、株式交換比率の算定の前提として、プレミアグループ及びソ

フトプランナーが大幅な増減益になることや、資産・負債の金額が直近の財務諸表に比して大きく

異なること等は想定しておりません。 

 

3. 交換対価としてプレミアグループ株式を選択した理由 

プレミアグループ株式は、東京証券取引所プライム市場に上場されており、本株式交換の効力発



生日以降も同市場において取引可能な銘柄であること、また、ソフトプランナーの株主が本株式交

換に伴うシナジーを享受することが期待できることから、上記の選択は適切であると判断しており

ます。 

 

4. 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

本株式交換により、プレミアグループの資本金の額は変化いたしません。また、プレミアグルー

プの増加する準備金の額は法令の定めに従い増加することが必要とされる最低額となります。プレ

ミアグループ及びソフトプランナーは、かかる取扱いは、プレミアグループの財務状況、資本政策

その他の事情を総合的に考慮・検討し、法令の範囲内で決定したものであり、相当であると判断し

ております。 

 

5. 当社の株主の利益を害さないように留意した事項 

独立した第三者算定機関に交換対価の算定を依頼し、その算定結果の提出を受けてそれぞれの取

締役会にて本株式交換を行うことを決議しました。 

 

6. 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

以 上 

  



別紙３ 

【プレミアグループの定款】 

次頁以降をご参照ください。  



 

 

 

 

 

 

 

定       款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレミアグループ株式会社 

 

 

2015 年 5 月 25 日 会社設立 

2015 年 6 月 15 日 改  定 

2015 年 7 月 8 日 改  定 

2016 年 7 月 27 日  改  定 

2017 年 6 月 28 日  改  定 

2017 年 8 月 1 日 改  定 

2017 年 8 月 3 日 改  定 

2018 年 6 月 28日 改  定 

    2019年 4 月 1日 改  定 

2021 年 6 月 29日 改  定 

 



第 １ 章 総則 
 
（商号） 
第１条 当会社は、プレミアグループ株式会社と称し、英文では Premium Group Co., 
Ltd.と表示する。 
 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．経営コンサルティング業 

２．有価証券の取得、保有、運用、管理および売買 

３．投資業 
４．子会社及び関連会社に対する経営指導 
５．子会社及び関連会社の株式または持分を取得・所有することにより当

該会社の事業活動を支配・管理すること 

６．前各号に附帯または関連する一切の業務 

 
（本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 
 
（機関） 
第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

１．取締役会 
２．監査役 
３．監査役会 
４．会計監査人 

 
（公告方法） 
第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事 

由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞 
に掲載して行う。 

 
 

第 ２ 章 株式 
 
（発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、4,800 万株とする。 
 
（単元株式数） 
第７条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 
 
（単元未満株式についての権利） 
第８条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の 

権利を行使することができない。 
     １．会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 

     ２．会社法第１６６条第１項の規定による請求をする権利 

     ３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の 

割当てを受ける権利 

 
（株主名簿管理人） 
第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 
３ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名



簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、
当会社においては取扱わない。 

 
（株式取扱規程） 
第１０条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締

役会において定める株式取扱規程による。 
 
 

第 ３ 章 株主総会 
 
（招集） 
第１１条 当会社の定時株主総会は、毎年 6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必

要あるときに随時これを招集する。 
    
（定時株主総会の基準日） 
第１２条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3月 31 日とする。 
 
（招集権者及び議長） 
第１３条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 
   ２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 
 
（決議の方法） 
第１４条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席

した株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第 309条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2
以上をもって行う。 

 
（議決権の代理行使） 
第１５条 株主または法定代理人は、議決権を有する他の株主 1名を代理人として議

決権を行使することができる。 
２ 前項の場合には、代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会

社に提出しなければならない。 
 
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 
第１６条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書 

類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省 
令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することに 
より、株主に対して提供したものとみなすことができる。 

 
 

第 ４ 章 取締役及び取締役会 
 
（取締役の員数） 
第１７条 当会社の取締役は、10名以内とする。 
 
（選任方法） 
第１８条 当会社の取締役は、株主総会の決議によって選任し、その決議は、議決権

を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う｡ 

２ 取締役の選任については、累積投票によらない。 



 
（任期） 
第１９条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。 
 

（代表取締役及び役付取締役） 
第２０条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。 

２ 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1名、専務取 
締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 

 
（取締役会の招集権者及び議長） 
第２１条  取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集

し、議長となる。 
２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 
 
（取締役会の招集通知） 
第２２条  取締役会の招集通知は、会日の 3日前までに各取締役及び各監査役に対し

て発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが
できる。 

   ２ 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取
締役会を開催することができる。 

 
（取締役会の決議の方法） 
第２３条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。 
 
（取締役会の決議の省略） 
第２４条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が 
     あったものとみなす。 
 
（取締役会規程） 
第２５条 取締役会に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、

取締役会において定める取締役会規程による。 
 
（報酬等） 
第２６条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産

上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。 
 
（取締役の責任免除） 
第２７条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、

同法第 423 条第 1項の取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の
限度において免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役（業務執行取締役
等であるものを除く。）との間に、同法第 423 条第 1項の賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限
度額は、金 100万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額の
いずれか高い額とする。 

 
 

第 ５ 章 監査役及び監査役会 
 



（監査役の員数） 
第２８条 当会社の監査役は、5 名以内とする。 
 
（選任方法） 
第２９条 当会社の監査役は、株主総会の決議によって選任し、その決議は、議決権

を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う。 

   ２ 当会社は、会社法第 329 条第 3 項の規定により、法令に定める監査役の員
数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任す
ることができる。 

   ３ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 4
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始
の時までとする。 

 
（任期） 
第３０条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。 
２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時までとする。 
 
（常勤の監査役） 
第３１条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 
 
（監査役会の招集通知） 
第３２条 監査役会の招集通知は、会日の 3日前までに各監査役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 
２ 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開

催することができる。 
 
（監査役会規程） 
第３３条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定め

る監査役会規程による。 
 
（報酬等） 
第３４条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 
 
（監査役の責任免除） 
第３５条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、

同法第 423 条第 1項の監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の
限度において免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、同法第
423条第 1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金 100 万円以上であらかじめ定め
た額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 

 
 

第 ６ 章 会計監査人 
 
（会計監査人の員数） 
第３６条 当会社の会計監査人は、1 名以上とする。 
 
（選任方法） 



第３７条 当会社の会計監査人は、株主総会の決議によって選任し、その決議は、議
決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数をもって行う。ただし、株主総会に提出する
会計監査人選任に関する議案の内容は、監査役会が決定する。 

 
（任期） 
第３８条 会計監査人の任期は、選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のも 

のに関する定時株主総会の終結の時までとする。 
２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったと 

きは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 
 
（報酬等） 
第３９条 会計監査人の報酬等は、監査役会の同意を得て、代表取締役が決定する。 
 
 

第 ７ 章 計算 
 
（事業年度） 
第４０条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31日までとする。 
 
（剰余金の配当等の決定機関） 
第４１条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459条第 1 項各号に定める事項につい 

ては、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締
役会の決議によって定めることができる。 

 
（剰余金の配当の基準日） 
第４２条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 
   ２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。 
   ３ 前２項のほか、基準日を定めて、剰余金の配当をすることができる。 
    
（配当金の除斥期間） 
第４３条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過しても

受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 
 
 
 



別紙 4 

【株式交換完全子会社についての最終事業年度に係る計算書類等の内容】 

次頁以降をご参照ください。  



















別紙５ 

【株式交換完全親会社についての最終事業年度に係る計算書類等の内容】 

次頁以降をご参照ください。 








































































